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令和 7年  11月  17日

長浜市議会議長 伊藤 喜久雄 様

長浜市議会議員  竹本直犠進炒

私が出席した次の行政視察の結果について報告しま現

1.視察等名 会派「新しい風」・先進地視察研修 (病院事業)
2.視察期間  令和 7年 10月 28日 (火 )
3.視察場所及び目的
①守山市・守山市民病院

4.調査内容感想等
・視察の目的

∩昨今 の 病院経営 朔状 と誤額等 についての

②昨年来からの物価高騰及び人件費上昇等による経営状況と病院内の取組みに

つ いて

③指定管理者制度導入後6年が経過する中での新たな課題として少子高齢化に

伴 う課題について

の「守山市民病 プラン Iの 内外について

・視察内容

守山市民病院は平成 30年に済生会守山市民病院として、指定管理者制度の

もとで、経営再律が冶され ま したハ そ 経絶や経 営方針 について、 また議会ヘ

記

の詳細 な説 明はいカゝにた芦れ斧か、職 目の説明について も、 デの上うに理解 券

して頂いたかを視察内容 とした ^

「守山市民病院経営強化プラン Iは 5年度か ら令和 9年 までの 5年間 と

されていて、緩やかに高齢化 と少子化が進み、医療介護需要が予測されること
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を見込み、病院機 今イ路を准められているハまた、 リハ リテーシ ョンセ ン

ター及び回復期リハビリテーション病棟を有する新館の増設など、回復期機能

の病床を 100 するなど病院の更なる機能分化カゞ准められているハ

医療機器や電気設備については定期点検の適切な維持管理の徹底や、MRIな

どの高額医療機器については使用頻度や耐用年数を基に更新計画を作成し、あ

らか じめ、亜新の 牛 lll百什 を譜常 1ッ た 卜でひようの平準イ比狩 ι主カ りゝ、計画的淡

ご新 力行 うことで整備者の十rⅡ告∬に夕舜め カイ セ 途ゝ ^

守山市民病院は滋賀県済生会を指定管理者として、指定管理者制度の形態と

して利用料金制を導入し、料金収入をはじめとした収益により病院運営を行っ

てい るため^市乃 申管理対 冷す キアゝう 〉 t あ り支せん ^ キ′プ〕ゝI´ ナf力 先ゞ、 t募辛ま

けた うえで、地域 薦 の 繹 供 必蓼 ′だ経替 と 1ッて基本協 |こ基づ 斎、指宰管に

理の期間は一般会計から地域医療交付金を交付されている。また、病院事業会

計はこ_施設整備に関する経費などを負担する事になるが、指定管理移行は病院

事業による医業収益が発生しないため、病院事業会計において収入不足 となる

今須 ″一般会計か 綴 め出す μ に ナFる ^

指定管理者制度導入後の経営効率化は8期連続の黒字化が達成できる見込み

となっているA経 取すと監承・戻業収支肱黙共、黒字であ め、病床族働率 〈も9

07οを超え、また人件費対医業収益比率も607ο前半に抑えられているなど健

仝 経 営 矛ナF六 れて セゝス ー ★ 不 肘 生 活 閑 隻 を す 手著の 繕 用炊
‐
的 推准 >,マ  「4離

料低額診療事業Jや「生活困窮者支援事業J社会福祉法人の責務としての推進

を図 られて い るハ

医師・看譴師の に つ ぃて も、滋智 県済生会 のネ ッ トヮー クを十
/ヮ■`活 用

し、 さらに大学病 狩 どの連携強イLiフ、消ホオ滴所に配置で るように戻師キャ

リアサポートセンター及びハローワーク等の活用することで即戦力 となる人材

率 胴 tr洋サ,Aれ て ぃ ス ■サ, 拒 紺I匡 4寸 燿 笛 冊辱 近 市 > 十日
'゛

l´ らテ
「
イ牛車 >

置いた娯靖整備 に取 り紺んでおられた。家庭の両立に重点を
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・行政視察の結果を本市にどのように反映させるか

守 III市の場合 に t 議会での指常著管理待‖慮の連 入につ ヤゝて t主議 会 で の 大 芦ナF

争 点にはな らミ スム― ズ 承認 され、 さらに、職 昌に も下蜜 た言蜂明 ″ され、

大きな反対運動もなく、制度移行がなされた。赤字経営に悩まれていた守山市

民病院は平成 30年以降黒字化を達成され、独立行政法人制度には最初から視

野になかったと申されていました。、地方独立行政法人は、自律的な病院経営

ができる反面、不採算医療などを抱え、赤字経営からの脱却が進ま工 慢性的

な赤字経営になり、医療確保ができなくなるなどの事例が散見できる事態に

たってきています^ 尋涯市 ギ、大 黄ナF病院赤字経営 ″余儀 な ぐ済れて 支ゝ す ^

刻も市民全体のことを考え、指定者管理者制度への移行を願 うばか りです。何

てぅしなければ来期も赤 字 は確常的であり業上

ヤ
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